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広　告 広告に関するお問い合わせはナチュラルコム（株）☎019-652-9190へどうぞ広　告

もりおかインフォ
 日時　  場所　  対象、定員　  費用
 申し込み　  広報ID　  会場までバス移動

マークの
見方

※特に記載がない場合、費用は無料

広報ＩＤ：市ホームページ
のトップページにある検
索窓に入力すると、詳細
情報を閲覧できます。

 応募対象：完成後おおむね５年
以内の建築物や緑地、工作物（これ
らを含む一団の地区や活動も対象）

 1010213
▶都市景観賞写真パネル展
過去に受賞した建築物などのパネル展。

 ６月２日㈪12時～13日㈮14時
 盛岡駅２階わんこロード（盛岡

駅前通）

技能功労者表彰の候補者
経済企画課　☎613-8298

市内の事業所で働く市民で優れた
技能を持つ人や後進の指導・育成
に寄与している人など、市の産業
発展に功労のあった人を表彰しま
す。対象など詳しくは、市ホームペ
ージをご覧ください。

 市役所若園町分庁舎２階の同課
に備え付け、または市ホームページ
からダウンロードした推薦書類に必
要事項を記入し、〠020-8531（住
所不要）市役所経済企画課へ郵送
または持参。８月29日㈮必着。持参
は17時まで　  1008121

薮川体験農園の利用者
産業振興課　☎683-3852

薮川地区でソバの作付けができる
①貸し農園と②オーナー農園の利
用者を募集します。収穫したソバ
の実を使ったそば打ち体験や試食、
そば粉付きです。貸し出す農園の
場所など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。※①②合計で
先着40区画、１区画約50平方㍍

 利用期間：７月～11月
 ①3000円②5000円
 電話：６月６日㈮９時から
 1008209

盛岡国際俳句大会事前投句
文化国際課内、盛岡国際俳句大会実
行委員会事務局　☎613-8465

11月16日㈰に開催する同大会の事前
投句を募集します。題材は自由題材
または盛岡にちなんだ題材の句です。

 投句料：２句１組1000円（入選
句集付き）※高校生以下と英語部
門は無料（入賞・入選者のみ入選
句集を送付）

 各支所などに備え付け、または
同大会ホームページからダウンロ
ードした専用投句用紙に楷書で記
入し、〠020-8566（住所不要）

空き家等対策推進協議会委員
くらしの安全課　☎603-8008

空き家等対策計画の策定などにつ
いて意見を述べる委員を１人募集し
ます。任期は７月下旬から２年間です。

 次の全てに該当する人①市内に
１年以上住んでいる②平成19年４
月１日以前生まれ③市の他の審議
会などの委員を務めていない④平
日の日中に開催する年１回程度の
会議に出席できる

 市役所本庁舎６階の同課や各
支所などに備え付けの応募用紙に
必要事項を記入し、〠020-8530
（住所不要）市役所くらしの安全
課へ郵送または持参。７月７日㈪
消印有効。持参は同日17時まで

 1035041

オレンジサポーター
長寿社会課内、市オレンジガーデニングプ
ロジェクト実行委員会事務局　☎613-8144

認知症当事者などが花を育てるこ
とで、日常生活の活動量の増加や
役割の創出につなげ、多くの人に認
知症についての知識と理解を深め
る同事業に協力する企業・団体を
募集します。応募方法など詳しく
は、市ホームページをご覧ください。

 市内に本社または支社がある
企業・団体など

 募集期間：８月８日㈮まで
 1042525

都市景観賞
景観政策課　☎601-5541

美しい街並みや周囲の環境に調
和した魅力ある景観を募集します。
応募方法など詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

IBC岩手放送内「盛岡国際俳句大
会運営事務局　応募作
品集約係」へ郵送。９月１
日㈪必着

盛土などの規制が始まりました
都市計画課　☎601-5460

５月23日から宅地造成及び特定盛
土等規制法に基づき市内全域が規
制区域に指定されました。一定規模
を超える盛土などをする場合は、許
可または届け出が必要になる他、過
去の盛土などを含め土地の安全を
維持する努力義務が土地所有者など
に課せられます。規制内容など詳し
くは、同課へお問い合わせください。

 1043032

もりおか女性センターのあり方・
名称に関するアンケート

男女共同参画推進室　☎626-7525
開館から25年目を迎えるもりおか
女性センターについて、今後のあり
方や名称などを検討するためのアン
ケートを実施しています。詳しくは、
市ホームページをご覧ください。

 ６月30日㈪まで
 1051499

自衛隊への情報提供除外申請
市民登録課　☎626-7501

自衛官募集案内送付のため、法令
に基づき18歳になる人の氏名と住
所を自衛隊へ提供しています。情
報の提供を望まない場合は除外申
請をしてください。

 日本国籍を持つ平成19年４月
２日～平成20年４月１日生まれ

 オンライン申請か市ホームペー
ジからダウンロードした除外申請
書に必要事項を記入し、本人確認
書類の写しを添付のうえ、〠020-
8530（住所不要）市役所市民登録
課へ郵送。７月15日㈫必着

 1047103

６月は環境月間
環境企画課　☎626-3754

気候変動対策やゼロカーボンの取
り組みを紹介するパネル展と講演
会を開催。

 ６月１日㈰～13日㈮は市立図

お知らせ

書館（高松一）、14日㈯～29日㈰
は都南図書館（永井24）
▶講演会
久慈地域エネルギー㈱の若林治

は る

男
お

代表取締役による講演。
 ６月25日㈬14時～15時半
 都南図書館　  30人
 電話・応募フォーム：

６月24日㈫まで

繋温泉郵便局で市の証明書交
付などが始まります
市民登録課　☎626-7501

繫支所の閉所に伴い、繋温泉郵
便局で①住民票の写しや戸籍謄本
（抄本）など各種証明書の交付等
と②マイナンバーカードの電子証明
書更新手続きを開始します。詳しく
は、市ホームページをご覧ください。

 開始日：①６月２日㈪から②７月
１日㈫から※いずれも年末年始を除
く平日９時～17時　  1051809

少年指導員養成講座
中央公民館

☎654-5366　ファクス653-3505

子ども会活動の支援や援助をする
少年指導員を目指しませんか。日
時など詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。

 ７月２日㈬～10月11日㈯、全13回
 同公民館（愛宕町）と区界高原

少年自然の家（宮古市）
 15人※高校生を除く18歳以上
 野外活動実習費などが必要
 往復はがき・ファクス・応募フォ

ーム：６月17日㈫必着
 1030999

水道施設見学会
経営企画課　☎623-1441

沢田浄水場50周年・新庄浄水場

30周年を記念して見学会を開催し
ます。申し込み方法など詳しくは、
市ホームページをご覧ください。

 ７月12日㈯12時45分～16時半
 沢田浄水場（東中野字沢田）、新

庄浄水場（加賀野字桜山）※集合は
市上下水道局（愛宕町）　  20人

 電話・応募フォーム：６月20日
㈮まで　  1051708

児童手当の更新をお忘れなく
子ども青少年課　☎613-8354

更新の案内が届いた人は６月に更
新手続きが必要です。詳しくは、市
ホームページをご覧ください。

 1031324

６月は鍵かけ実践推進期間
くらしの安全課　☎603-8008

盛岡市は、全国に比べて無施錠に
よる自転車などの盗難や侵入窃盗
の割合が高い傾向にあります。短
時間でもしっかり施錠し、大事な
財産を守りましょう。

 1040201

家屋の全戸調査を実施
資産税課　☎613-8403

固定資産税を適正に課するため、
身分証を携帯した調査員が、固定
資産課税台帳と現地家屋の外観
を確認し、照合調査します。その場
で税金の徴収はしません。

 1000524

クールビズとウォームビズに
通年で取り組みます
環境企画課　☎626-3754

地球温暖化対策のため、市役所や
関連施設では夏季は28度、冬季は
19度を目安に室温を管理していま
す。皆さんも市役所には過ごしや

募　集

すい服装でお越しください。
 1022558

盛岡広域都市計画道路の変更素
案の公表と説明会・公聴会の開催

交通政策課　☎613-8538
盛岡広域都市計画に定める都市

計画道路の変更素案を公表する
他、説明会と公聴会を開催しま
す。詳しくは、市ホームページをご
覧ください。

 素案の公表期間：６月３日㈫～
７月１日㈫、９時～17時

 1051935

漏水漏水のの調査調査・・発見発見にに協力協力をを   上下水道局水道維持課
☎623-1411

　市は、貴重な水資源の有効活用と道路陥没などの二次災害を防ぐた
め、年間を通じて給水区域内の漏水調査を実施しています。

　市上下水道局の職員と委託業
者の調査員が、調査のため宅地
内まで立ち入る場合があります。
調査費用は無料で、建物内には
入りません。

■漏水調査■漏水調査にご協力くださいにご協力ください ■■道路などで道路などで漏水を発見漏水を発見したらしたら

◀漏水調査員

▼腕章

　晴れているのに道路がいつ
も濡れていたり、側溝をきれい
な水が流れていたりする場合は、
地下の水道管から漏水している
可能性があります。水道管の漏
水は、水のにごりや断水、道路
の陥没や凍結などの原因になり、
大きな事故を引き起こす可能性
があります。漏水が疑われたら、
すぐに同課へご連絡ください。

　市では、以下の計画（案）などへの意見を募集します。各案は担
当課や各支所に備え付けるほか、市ホームページにも掲載します。提
出方法など詳しくは、担当課に問い合わせるか、市ホームページをご
覧ください。

パブリックコメント皆さんの意見を
お寄せください

■宿泊税の制度（案）
 市民税課☎626-7504

　盛岡がより魅力的な観光地となり発展することを目的に、導
入を検討している宿泊税の同（案）への意見を募集します。

 ６月30日㈪まで　  1052033

 景観政策課☎601-5541・建築指導課☎601-3387
　景観条例と中高層条例の一部を改正し、地域住民と事業者が早期
に協議することなどを目的とした同（案）への意見を募集します。

 ６月２日㈪～21日㈯　  1051841

■�歴史景観地域などにおける特定中高層建築物の建
築に係る事前協議などの制度化（案）

 交通政策課☎613-8538
　盛岡都市圏（盛岡市、滝沢市、矢巾町）の持続可能で効果的
な地域公共交通のあり方を示すことを目的とした同計画（案）
への意見を募集します。また、説明会を開催します。

 ６月９日㈪～６月30日㈪　  1052090
▶説明会

 6月９日㈪18時～19時　  プラザおでって（中ノ橋通一）

■�盛岡都市圏地域公共交通計画（案）
　各種相談 

内容 日時 場所 問い合わせ

夜間納付相談 ６/12㈭
17時半～19時 納税課（市役所本庁舎２階） 納税課

☎613-8462
空き家・
不動産相談★

６/11㈬
10時～15時

全日本不動産協会岩手県本部
（八幡町）

同岩手県本部
☎625-5900

補聴器相談★ ６/18㈬
10時～11時半

盛岡地域福祉センター
（手代森14）

同センター
☎696-5640

困りごとまるご
と無料相談会★

６/21㈯
10時～16時

市総合福祉センター
（若園町）

市社会福祉協議会
☎651-1000

★要事前申し込み

診療時間外に具合が悪くなったら

■症状が比較的軽い場合は、「初期救急医療機関」へ
名称 所在地・電話番号 診療時間 診療科目

市夜間急患
診療所

神明町３-29
（市保健所２階）
☎654-1080

19時～23時半 内科・小児科
※年中無休。受け付けは23時まで。マスク着用・
手指消毒などの感染対策にご協力ください。発熱ま
たは喉の症状がある人は、受付にお伝えください

市立病院 本宮五丁目15-１
☎635-0101

平日 17時15分～ 内科・外科土・日曜、祝日 ８時半～
�※内科または外科医師のみの場合がありますので、
来院前に市立病院へお問い合わせください�

休日救急
当番医

休日救急当番医・
薬局のとおり☆

９時～17時（歯科は15時まで、
薬局は17時半まで）※休憩時
間帯がある場合があります

内科・外科
小児科・歯科
薬局

　　�内科　　　 外科・整形外科
 小児科　 �歯科　  薬局

☆休日救急当番医・薬局
※往診はできません。混雑状況などにより
　早めに受付を終了する場合があります

日 区分 名称 所在地 電話番号

６/８
㈰

金子胃腸科内科 乙部13-135-３ 696-2012
久喜内科・脳神経内科医院 緑が丘三丁目２-34 662-7177
双木整形外科医院 月が丘二丁目５-23 646-3855
杜のこどもクリニック 向中野三丁目10-６ 631-1160
白倉歯科医院 仙北三丁目14-57 656-5218
銀河調剤オトベ薬局 乙部13-135-１ 675-1151
エメラルド薬局緑が丘店 緑が丘三丁目２-35 665-3360
エイシン薬局 月が丘二丁目５-21 641-0454
リーフ薬局 向中野三丁目10-10 656-5877

６/15
㈰

川久保病院 津志田26-30-１ 635-1305
みたけ消化器内科クリニック みたけ四丁目11-46 641-8511
細井外科医院 大沢川原一丁目１-２ 624-2715
さいとう小児科クリニック 月が丘二丁目２-60 643-7171
小鳥沢歯科クリニック 小鳥沢一丁目34-17 664-1600
オーロラ薬局 南仙北三丁目２-30 635-1233
てんとうむし薬局 みたけ四丁目11-48 681-9227
つくし薬局下の橋店 大沢川原一丁目１-３ 624-8730
よつば薬局 月が丘二丁目２-59 643-2888

６月１日㈰の休日救急当番医・薬局は５月15日号に掲載しました

２次救急医療
機関の受入診
療科はこちら

▶受診の際は、医療費とは別に定額負担料金が必要になる場合
があります。
▶各病院で、その日の当直診療科が異なります。
事前に各医療機関に問い合わせるか、市医師会のホームペー
ジをご覧ください。

■入院が必要と思われる場合と初期救急医療機関が診
療していない時間は「２次救急医療機関」へ


